
  

 

 

                                                                                                 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

◆
編
集
後
記
◆ 

 

「
建
築
協
定
ふ
く
お
か
」
第

７
号
の
発
行
に
当
た
り
，
記
事

の
作
成
に
つ
い
て
ご
協
力
を
い

た
だ
い
た
み
な
さ
ま
，
誠
に
あ

り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。 

「
建
築
協
定
ふ
く
お
か
」
で

は
，
皆
様
に
親
し
み
を
持
っ
て

読
ん
で
頂
け
る
よ
う
な
紙
面
を

つ
く
っ
て
い
き
た
い
と
考
え
て

お
り
ま
す
。
建
築
協
定
に
つ
い

て
の
ご
意
見
や
疑
問
，
取
り
上

げ
て
ほ
し
い
題
材
な
ど
が
ご
ざ

い
ま
し
た
ら
，
下
記
の
協
議
会

事
務
局
ま
で
ご
意
見
を
お
寄
せ

下
さ
い
。 

◆
事
務
局
よ
り
◆ 

今
年
度
よ
り
組
織
編
成
に
よ

り
組
織
名
が
「
開
発
・
建
築
調

整
課
」
と
な
っ
て
お
り
ま
す
。

「
建
築
協
定
ふ
く
お
か
」
を
地

区
内
に
配
布
さ
れ
る
場
合
は
，

協
議
会
会
員
（
各
協
定
地
区
の

代
表
者
）
の
方
に
，
必
要
部
数

を
郵
送
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す

の
で
，
ご
希
望
の
方
は
，
下
記

事
務
局
ま
で
ご
連
絡
下
さ
い
。

な
お
，
事
務
局
（
市
役
所
４
階
）

で
の
配
布
も
行
っ
て
お
り
ま

す
。 「

建
築
協
定
の
結
び
方
テ
キ

ス
ト
」
が
リ
ュ
ー
ア
ル
し
，「
住

み
や
す
い
街
を
つ
く
る
た
め
私

た
ち
に
で
き
る
こ
と
」
と
し
て
，

よ
り
解
り
や
す
く
な
っ
て
い
ま

す
。
こ
ち
ら
も
ご
希
望
の
方
は
，

ご
連
絡
下
さ
い
。 

本市のまちづくりに関する取り組み 

平成２１年度第２回研修会でもご紹介した「第一種低

層住居専用地域の容積率等の見直し」につきましては，

３回の市民意見募集等の結果を踏まえて，下記のとおり

見直し案を作成しています。本案は，高齢化社会等への 

 

第７号 （平成 23 年 7 月 25 日）  

  平成２３年度総会・講演会を開催しました！福岡市建築協定
地区連絡協議会

平成２３年６月２５日（土）平成２３年度総

会・講演会を開催しました。 

各協定地区より総会３５名・講演会３９名が参

加されました。 

 

『総会』 

○ 役員選出 

○ 活動計画 

『講演会』 

＜講師：弁護士 木藪 智幸氏＞ 

＜演目：建築協定違反への法的対応＞ 

具体的な事例を用いて，下記について講演して頂

きました。 

○ 建築協定の効果について 

○ 建築協定の内容・手続き面について 

○ 協定違反に対する法的措置について 

福岡市建築協定地区連絡協議会 
（事務局 福岡市住宅都市局建築指導部開発・建築調整課） 
福岡市中央区天神１丁目８番１号（福岡市役所４階） 

TEL ７１１－４５８１  FAX ７３３－５５８４ 

ホームページ http：//machinaminorule.city.fukuoka.lg.jp/ 

 

講演会の様子 

 

対応（ゆとりある居住空間の確保，２世帯住宅・バ

リアフリー住宅化など）を行うことを目的としてお

り，平成２４年１月の都市計画決定・条例施行を目

指して，手続きを進めていく予定です。 

新役員の紹介 

会長：篠原 満州男（茶山２丁目２区） 

副会長・会計：田中 滿記（生の松原１丁目） 

副会長：安永 吉伸（西の丘） 

監事：行徳 弘治（松山２丁目） 

理事：鴨川 武文（茶山２丁目２区） 

理事：積水ハウス㈱担当 山本 憲一（照葉まちづくり） 

理事：中嶋 敬二（シーサイドももち・百道浜４丁目） 

理事：髙口 眞一路（内浜２丁目 8,9,10 組） 

理事：渡邊 健一（笹丘２丁目） 

理事：足達 猛（小戸３丁目） 

 平成２３年度は，このメンバーで本協議会を盛

り上げて参りますのでよろしくお願いします。 

 なお，昨年度の理事として御尽力頂きました，

小林 明氏（松山２丁目中西部），黒木 恵美氏

（青葉５丁目），大変お疲れ様でした。 

 

講演会での重要事項 

①特定の建築計画・工事を中止させる手段 

・各種公的認可を争う（建築協定等）。 

・民事上の差し止め訴訟を提起する（要件として，当該

行為が「受忍の限度」を超えていると認定されることが

必要で生命や健康被害に至らない場合，認定は困難）。 

②不動産業者に対する建築協定についての告知義

務について 

・宅建業法３５条１項２号，施行令３条１項２号により，

告知義務の中に含まれており，違反すれば損害賠償責任

を負うことになる可能性が高い。 

③区分所有法上の規約の効力について 

・有効に成立した区分所有法条の規約には，区分所有法

５７条以下により，直接，行為の停止，使用禁止，区分

所有権の強制競売，引渡請求等を行う力が付与される。 

④「権利の濫用」とは 

・民法１条３項に定められた原則であり，形式的に権利

として認められていても，その実現により不当に他者の

別の権利を侵害する場合，その形式的には有効な権利の

実現を認めないという法理。 

⑤仮処分とは 

・民事保全法に基づき，権利を主張する者に暫定的に一

定の権利や地位を認める制度。 

・建築禁止に関しては，民事保全法２３条２項「仮の地

位を定める仮処分」の一部として認められる。 

⑥仮処分における担保金について 

・権利侵害の際の損害賠償金として一定額を裁判所に納

め，後の裁判で勝訴すれば全額返還される。 

第一種低層住居専用地域の建ぺい率および容積率の見直し案の概要 

●対象区域：第一種低層住居専用地域のうち，建ぺい率４0%・容積率６0%・外壁後退１ｍの地域（約 2,131ha）

●建て方のルール 

 

 

詳しい内容は，下記ＨＰからご覧いただけます。

http://www.toshikeikaku-city-fukuoka.jp/ 

問い合わせ先：福岡市住宅都市局都市計画課 

TEL092-711-4388 

 ○快適で住みやすい都市づくりの実現を図るための取り組みのひと

つとして高度地区の見直しを検討していましたが，市民意見募集

において，高さだけでなく緑や広場等の確保も含めた魅力あるま

ちづくりの取り組みに対して，多数のご意見をいただきました。 

○このため，当面，全市的な一般ルールとしての絶対高さ制限強化

ではなく，地区の課題や特性に応じて街区単位などでまちづくり 

のルールづくりを行うことができる地区計画や建築協定を活用す

るなど，地域の主体的な取り組みを積極的に支援し，魅力あるまち

づくりの実現に向けて取り組みを進めていくとともに，あわせて引

き続き，快適で住みやすい都市づくりの実現に向けて検討していき

たいと考えています。 

第７号 

 

 共同住宅・長屋住宅・診療
所等は，建ぺい率および容
積率の緩和の対象外です。 

建ぺい率４０％
容積率　６０％ 外壁後退

１．０ｍ
建ぺい率４０％
容積率　８０％ 外壁後退

１．０ｍ １．０ｍ

１．０ｍ

建ぺい率
 ４０％

緩和の対象外 

建ぺい率５０％
容積率　８０％

決定前に建築されたものの増築に 

ついては，増築部分のみ外壁後退 

距離を１．５ｍ確保すれば， 

建ぺい率を５０％に緩和 

外壁後退
１．５ｍ

外壁後退
１．５ｍ

１．０ｍ

１．５ｍ

建ぺい率
５０％

１．５ｍ

１．５ｍ

１．５ｍ

建ぺい率
 ５０％

増築

建ぺい率４０％
容積率　６０％

緩和の対象外 

①戸建住宅，２世帯住宅等 

②共同住宅等 
外壁後退 

１．０ｍ 

建ぺい率４０％
容積率　６０％ 外壁後退

１．０ｍ １．０ｍ

１．０ｍ

建ぺい率
 ４０％

敷地面積 

165 ㎡以上 

外壁後退 

1．5m 以上 

敷地面積 

165 ㎡以上 

外壁後退 

１．０m 以上 

敷地面積 

165 ㎡未満 

外壁後退 

１．０m 以上 



     

 

 

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

茶山２丁目２区(Ｂ地区)  鴨川 武文 

 

弁護士の木藪智幸氏による「建築協定違反への法

的対応」の講演趣旨は，建築協定に加わっている当

事者が，建築協定に違反する行為を行った際に，そ

れが結果として裁判となり，その判例がどのような

ものであるかというところにありました。具体的に

は，３件の建築協定違反の事例が示され，いずれも

建築基準法等の許可基準には抵触しないなかで，そ

れに対して建築協定がどのような効果をもつのかに

ついての説明がありました。 

最初に，建築協定の効果についての説明がありま

した。建築協定の拘束力については，建築協定は「集

団的な私的契約」として，区域内の当事者を拘束し，

協定違反に対して，当事者間で訴訟となった場合に

は，訴訟において契約違反を理由とする計画や工事

の中止を求めていく。また，拘束力が及ぶ者の範囲

については，その者が協定について，知・不知，同

意・不同意に関係なく効力が及び，これらを前提に

住環境の維持保全を実現することができるというこ

とでした。 

次に，３件の建築協定違反について，そのいずれ

もが裁判となり，違反内容とそれに対する判例が示

されました。要約すれば次のようになります。すな

わち，第１例では，建築協定は協定に加わっている

当事者を拘束する債権契約としての効力を有してい

るので，協定を順守すべきであるとしました。第２

例では，スーパー駐車場に建設された焼鳥屋の撤去

について，被告は市建築指導課等に問い合わせた上

で，自治会長の同意書を２度に渉って受けていたこ

と，既に焼鳥屋の営業が開始されており，これを撤

去すれば被告が大きな損害を被ることを理由に，協

定違反ではあるが，建物撤去を求めることは権利の

乱用であるとの判例が示されました。第３例では，

建物の統一的な景観は，経済的価値と合わせて法的

な保護に値することを認めて，被告に対して改造し

た部分の原状回復と将来の改築禁止義務を負うとい

うものでした。 

法律問題は難解な部分が多いのですが，木藪弁護

士による講演は，法令と建築協定との関係，建築協

定の拘束力，建築協定に大きな力を持たせるための

方法，協定違反に対する対処の方法，仮に裁判にな

った場合に，事前に裁判所に納める担保金など極め

て具体的で示唆に富む内容でした。 

 
「建築協定違反への法的対応」を受講して 新役員からひとこと 

講演を聴いて，現在の街並みや景観を維持してい

くためには，建築協定参加者が協定を順守し，また，

できるかぎり隣接地を少なくしていくことの必要

性，そして年１回は総会を開催して協定内容を再認

識し，建築協定を作った時の情熱を維持していくこ

との必要性を痛感した次第です。 

 

 

松山２丁目建築協定 行徳 弘治

 

 当建築協定運営委員会は，お陰様を持ちまして平成

２２年９月２７日付５８番目に認可を得ることがで

きました。 

 この度，私は建築協定地区連絡協議会の幹事という

重要な役目を拝命いたしました。当協議会は現在，金

銭の収支はなく，しばらくの間，役員会に出席し，み

なさまのご指導を得ながら各協定地区の情報など勉

強の機会を与えて頂くとのこと有り難く，感謝申し上

げます。 

 認可後約１０ヶ月を経ましたが，運営委員会の承

認・届出事項について昨年末，予期せぬことが１件発

生しましたので，参考までにご報告いたします。 

 それは，建築協定の合意者（a）が建築業者（ｂ）

へ土地・建物を売却し，（ｂ）は，建物を廃棄処分し

て土地を二分割し，一方の土地に新施主（ｃ）が（ｂ）

と建築契約をしたときの問題です。 

 運営委員会としては，協定で次の書類を受け取るこ

とになります。 

① （a）から，所有権移転届け出を受け取る。 

② （ｂ）から約諾書を受け取り，建物引き渡し後，

所有権移転届け出を受け取る。 

③ （ｃ）から建築計画承認申請書と約諾書を受け取

る。 

ところが今回の場合，設計図書は市の審査課ではな

く，指定確認検査機関で審査されており，当運営委員

会は②～③の手続きがされていることを知らず，地鎮

祭が終わった後に当運営委員会役員が発見して建築

計画承認を追認せざるを得ませんでした。 

今後このようなことがないように，当運営委員会の

メンバーは勿論，この協定に合意した会員に対し，総

会や通知書に土地・建物の売買，新築等について移動

があった場合は，承認申請，諸届けを忘れずに実行さ

れるように重ねて徹底方をお願いして参りたいと存

じます。 

百道浜４丁目Ｂ住宅地区 中嶋 敬二 

 

今回，総会に参加させて頂き，各地区の方々の建

築協定に対する関心や取り組み等について，皆様の

意識と関心の高さに感心いたしました。昨年に続き

２回目の参加となりましたが，建築協定に対する必

要性の高まりもあり，今回参加される方も増え，そ

れぞれの問題や発展などに対する方向を見つけたい

という思いを，皆様が持っておられることに気づか

された次第です。 

私どもの地区も建築協定の更新時期となり，現在

更新に向けて活動中であります。色々と，皆様のご

苦労を感じているところです。 

また，弁護士の木藪先生による講演会では，いく

つかの事例を基に紛争や協定違反，協定の効果等に

ついてお話がありましたが，いろんな問題が現実に

は存在していることを知ることができました。実際，

今まで困った問題に私自身であったことがなかった

ので，これから参考にさせて頂きたいと思います。 

お世話頂いております市当局の皆様にお礼を申し

上げますと共に，今年度，当協議会の理事としてご

支援とご協力をよろしくお願いいたします。 

内浜２丁目 8・9・10 組 高口 眞一路 

 

当地区では，建築協定検討会を開始してから１０

ヶ月目の平成２３年２月２４日建築協定地区として

認可となりました。急いだのはワンルームマンショ

ンの建設の可能性のある遊休地，療養で人が住んで

いない住宅等が４ヶ所あり，先を越されたらマズイ

と言う事情があったからです。数年前までは，こん

な狭い１戸建て住宅の跡にワンルームマンションが

建つとは夢にも思っていませんでした。ところがア

ッと言う間に３軒のワンルームマンションンが建っ

てしまいました。これ以上建ったら住環境がダメに

なると思いました。 

朝の散歩の途中に「小戸３丁目建築協定」の看板

があり，“こんな方法があるのか”と思い，市役所に

相談したところ，強力なバックアップをしていただ

き何とか締結の運びとなりました。 

ただ締結はしたものの，運営委員会のメンバーも

建築に全く関係のない素人ばかりでこれから皆様か

らの知恵を拝借し，知識を習得していかなければ，

今から起こり来る問題に対処できない現状です。 

まずは法的強制力のない隣接地の問題に直面します。 

研修会で過去の隣接地の事で発生した事例，具体策な

どプライマリーな事を勉強させていただきたいと思

っています。 

香椎山の手３区建築協定準備委員 原田 光子 

 

私たちの地区はＪＲの駅から比較的近く静かな住

環境が自慢の地区ですが，近年「博多バイパス」の

道路工事が着工に伴い，地域内に建設予定の定まっ

ていない広大な土地に現状の住環境を損なう建築物

が建つことを懸念し，現在，建築協定の締結に向け

合意書を集めているところです。 

講演会では，第一に合意書を出された協定区域内

での判例に驚かされました。私たちは，隣接地に現

在の住環境を脅かす建物だけを心配していたのです

が，内容をしっかりと分からないまま合意された方

がいることを頭の片隅において活動しなければと実

感しました。 

第二に裁判になったときには，協定の定期的な活

動を行っていることや協定違反に対する一貫した対

応を継続することが重要であることを知りました。

つまり，協定締結後の活動が大切であると云うこと

です。 

第三に常にアンテナを張り地域の情報を収集し，

違反に対する措置は裁判になる前に話し合いになど

で解決することも重要だと思いました。 

建築協定が認可された折りには，街の発展を阻害

せず，よりよい住環境を守っていけたらと云う思い

をより一層強くしました。 

 

 

 

 

 


